
介護保険制度
高齢者が尊厳を保ちながら 、 その有する能力に応じ

自立し た日常生活を送るこ と ができ るよう 、

誰も が安心し て暮ら せる社会の実現を目指し ます。

令和６ 年

４ 月



●東京都の高齢者人口は増加を 続け、 今後 4 人に 1 人が高齢者になると 見込まれています。

●こ のよう な高齢社会の介護問題に適切に対応し 、 介護を 必要と する方を 社会全体で支えるた

めの社会保険制度と し て、 平成 1 2 年 4 月から 介護保険制度が開始さ れまし た。 その後、 在

宅で受けるサービスを 中心にサービス利用が急速に拡大するなど、 老後の安心を 支える制度

と し て定着し てき まし た。

●介護保険制度は、 加齢に伴う 病気などにより 介護を 必要と する状態になっ ても 、 尊厳を 保持

し 、 でき る限り 自立し た日常生活を 送れるよう 、 利用者の選択に基づいて、 必要なサービス

を 総合的かつ一体的に提供する仕組みです。

●制度の運営主体（ 保険者） は、 住民に身近な区市町村です。 国・ 東京都は、 事業が円滑に行

われるよう 運営を 支援し ています。

介護保険制度のあら まし

（注1）平成28年4月の地域密着型サービスの受給者（利用者）数が急増しているのは、平成28年4月1日より、定員19人未満の
　　　　通所介護が地域密着型通所介護に移行したことによるものです。
（注2）居宅介護サービスには居宅介護予防サービス、地域密着型介護サービスには地域密着型介護予防サービスを含む。
（注3）第2号被保険者を含む。

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」
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資料：  総務省「 国勢調査」 [ 平成 1 2 年～令和 2 年 ]、 東京都政策企画局によ る推計 [ 令和 7 年～令和 3 2 年 ]
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 令和６ 年４ 月から

● 6 5 歳以上の方の標準的な保険料段階が一部変わり まし た。

　 標準的な保険料の段階が 1 3 段階になり まし た。

　 また、 第１ 段階から 第３ 段階の方について、 基準額に乗じ る割合が変更と なり まし た

（ ８ ページ参照）。

● 一部の福祉用具について貸与と 販売の選択制が導入さ れます。

　 福祉用具については貸与により 利用するこ と が原則ですが、「 固定用スロープ」「 歩行

器（ 歩行車を除く ）」「 単点杖（ 松葉杖を除く ）」「 多点杖」 については、 購入も 選択する

こ と ができるよう になり まし た（ 2 0 ページ参照）。

●  介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者も 介護予防ケアプラ ンの作成ができ

るよう になり ます。

　 介護予防ケアプラ ンの作成は、 こ れまでの地域包括支援センタ ーに加え、 区市町村か

ら 介護予防の支援の指定を 受けた居宅介護支援事業所にも 依頼でき るよ う になり ます

（ 6 ・ 1 3 ページ参照）。

 令和７ 年８ 月から

● 介護老人保健施設・ 介護医療院の多床室に、 新たに室料負担が導入さ れます。

　 こ れまで室料負担がなかっ た一部の介護老人保健施設・ 介護医療院の多床室＊に、 新

たに月額 8 千円相当の室料負担が導入さ れます。

＊その他型・ 療養型の老健、 Ⅱ型の介護医療院であっ て、 居室面積が 8㎡ / 人以上の場合に限る

介護保険制度改正のポイ ント 〈 令和６ 年度〉
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※上記の図は一般的な介護保険の利用の手順をお示し し たも のです。 詳細は、 お住まいの区市町村へお問い合わせく ださ い。

区市町村又は地域包括支援センタ ーの窓口に相談

要 介 護 （ 要 支 援 ） 認 定

基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト

【 第 1 号被保険者】　  6 5 歳以上の方
【 第 2 号被保険者】　  4 0 歳から 6 4 歳までの医療保険に加入する方（ ※詳し く は、 5 ページ参照）

加入する人（ 被保険者） ※外国籍の方で、 3 ヶ 月を超えて在留する方、 特別永住者の方などは含まれます。

要介護 1 ～5 要支援 1 ・ 2
基本チェ ッ ク リ スト 該当

（ 要介護（ 要支援）
認定非該当）

非 該 当

居宅サービス計画
※施設サービ ス計画は

施設が作成

介護給付

【 居宅サービス】
・ 訪問介護
・ 通所介護など

【 地域密着型サービス】
・ 小規模多機能型居宅介護
・ 認知症対応型共同生活介護
など

【 施設サービス】
・ 介護老人福祉施設
（ 特別養護老人ホーム）
・ 介護老人保健施設など

介護予防・ 生活支援サービス事業

1 訪問型・ 通所型サービス　 2 生活支援サービス

※サービス内容は区市町村ごと に異なり ます。
※居宅サービス計画ある いは介護予防サービ ス計画作成時、 併用を 希望する こ と が可能です。
※要介護者の場合、 介護給付に係る サービスを受ける 前から 、 区市町村の補助によ り 実施さ れる
　 訪問型・ 通所型サービ ス等を継続的に利用し ている 場合に限り ます。

一般介護予防事業

1 介護予防普及啓発事業　 2 地域介護予防活動支援事業　 3 地域リ ハビリ テーショ ン活動支援事業 など
　 ※サービ ス内容は区市町村ごと に異なり ます。
　 ※すべての高齢者が利用可能です。

予防給付

【 居宅サービス】
・ 介護予防訪問看護
・ 介護予防通所リ ハビリ
など

【 地域密着型介護予防サー
ビス】
・ 介護予防小規模多機能型
居宅介護
・ 介護予防認知症対応型共
同生活介護など

介護予防
サービス計画

介護予防
ケアマネジメ ント

各サービスの
説明は、

1 3 ページから

各サービスの
説明は、

1 7 ページから

各サービスの
説明は、

2 2 ページへ

介護サービ スの利用に係る 流れ
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●介護保険のサービスの利用にあたっ ては、 各区市町村に要介護（ 要支援） 認定を 申請し 、 認

定を 受けた後、 介護支援専門員（ ケアマネジャ ー） 等と 相談し て作成するケアプラ ンに基づ

き 、 サービスを 利用し ます。

●なお、 介護予防・ 日常生活支援総合事業において、 区市町村の相談窓口で基本チェ ッ ク リ ス

ト を 受けていただき 、 一定の基準に該当する場合に、 訪問型サービ ス・ 通所型サービス等を

ご利用いただく こ と が可能です。

①がん（ 末期）　 ②関節リ ウマチ　 ③筋萎縮性側索硬化症　 ④後縦靱帯骨化症　 ⑤骨折を 伴う 骨粗し ょ う 症　 ⑥初老期における

認知症　 ⑦進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症及びパーキン ソ ン 病　 ⑧脊髄小脳変性症　 ⑨脊柱管狭窄症　 ⑩早老症　

⑪多系統萎縮症　 ⑫糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症　 ⑬脳血管疾患　 ⑭閉塞性動脈硬化症　 ⑮慢性閉塞

性肺疾患　 ⑯両側の膝関節又は股関節に著し い変形を 伴う 変形性関節症

●本人や家族が、 直接、 区市町村へ申請し ます。

【 6 5 歳以上の方】

→介護が必要になっ た原因を 問わず、 給付対象と なり ます。

【 4 0 〜 6 4 歳の医療保険に加入する方】

→下に掲げる 特定疾病が原因で介護が必要になっ た場合に給付の

対象と なり ます。

●介護や支援の必要な度合いを 判定し ます。

❶ 訪問調査

　 申請後、 認定調査員が家庭、 施設等を 訪問し 、 心身の状態や日常生活の状況等について聞

き 取り 調査を 行います。

❷ 一次判定

　 訪問調査の結果と 主治医意見書の内容の一部を コ ンピュ ータ ー処理し 、 得ら れたデータ を

も と に、 保健・ 医療・ 福祉の専門家による介護認定審査会が一次判定を 修正・ 確定し ます。

❸ 二次判定

　 一次判定の結果と 主治医意見書を も と に、 介護認定審査会が総合的に判断し て、 二次判定

を 行います。

❹ 結果の通知

　 二次判定の結果に基づき 、 区市町村が要介護（ 要支援） 認定区分等を 決定し 、 申請者に通

知し ます。

定
判
次
二
・
次
一

意
見
書

査
調
問
訪

申請1

要介護（ 要支援） 認定2

サービ ス利用の手続き

介護保険窓口

申請書
申請書
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●ケアプラ ンに基づいて、 サービ ス提供事業者や介護保険施設と 契約を 結び、 サービスを 利用

し ます。

●契約時に、 サービス時間、 料金、 内容、 キャ ンセル時の取扱い、 苦情への対応などを 確認し

まし ょ う 。

●サービ スにかかる 費用の 1 割（ 一定以上所得者の場合は 2 割又は 3 割） は利用者負担と な

り ます。 ただし 、 支給限度基準額を 超えた利用部分は、 全額利用者負担と なり ます（ ※サー

ビス利用時の利用者負担については、 1 0 ページ参照）。

●要介護（ 要支援） 認定で非該当と 認定さ れた方でも 、 地域支援事業で生活機能を維持するため

のサービスを利用でき る場合があり ます。 最寄り の地域包括支援センタ ーにご相談く ださ い。

サービスの利用を 目標にせず、 サービスを 利用し て自分ら し い生活を 作っ ていく こ と を

目標にし まし ょ う 。

●介護保険のサービスを 利用すると き は、 自立し た日常生活を 送るため、 必要性に応じ てサー

ビスを 組み合わせたケアプラ ンを 介護支援専門員（ ケアマネジャ ー） と と も に作成し ます。

●要介護（ 要支援） 認定の区分によっ て、 介護保険で利用でき るサービス費用の上限（ 支給限

度基準額※ 1 0 ページ参照） は異なり ます。

●施設に入所する場合は、 入所を 希望する施設へ申し 込み、 入所し た施設でケアプラ ンを 作成

し ます。

【 要介護１ 〜５ と 認定さ れた方】

ケアプラ ンは、 居宅介護支援事業所のケアマネジャ ーに作成を依頼するこ と ができ ます。

自分で作成するこ と も 可能です。

【 要支援 1 ・ 2 と 認定さ れた方】

ケアプラ ン は、 地域包括支援セン タ ー（ ※ 21 ページ参照） のほか、 区市町村から 指定

を 受けた居宅介護支援事業所に作成を 依頼するこ と ができ ます。 自分で作成する こ と も

可能です。

ケアプ ラ ン の作成3

サービ スの利用4 サービ スの利用4
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利用でき る サービ ス

●介護保険で利用でき る サービ スには、 要介護 1 〜 5 と 認定さ れた方が利用でき る サービ ス

（ 介護給付） と 、要支援 1・ 2 と 認定さ れた方が利用でき るサービス（ 予防給付） があり ます。

●予防給付は、 介護予防（ 生活機能を 維持・ 向上さ せ、 要介護状態になるこ と を 予防するこ と ）

に適し た、 軽度者向けの内容・ 期間・ 方法で、 サービスが提供さ れます。

●サービスのう ち 、 地域密着型のサービスは、 住み慣れた地域で、 多様かつ柔軟なサービスを

提供するための枠組みで、 事業所や施設がある区市町村にお住まいの方の利用が基本と なり

ます。

地域密着型サービス以外のサービスは他区市町村にある事業所や施設の利用も 可能です。

家庭で受けるサービス

 ケアプラ ンの作成

■居宅介護支援（ 要介護の方）

　 居宅サービスなどを 適切に利用でき るよう に、 心身

の状況・ 環境・ 本人の希望などを も と に、 居宅介護支

援事業所がケアプラ ンを 作成し 、 サービス提供事業者

と の連絡調整などを 行います。

■介護予防支援（ 要支援の方）

　 要支援状態の悪化防止や改善に重点を 置き 、 利用者

の自立に役立つ介護予防サービ スが提供さ れる よ う 、

目標を 定め、 地域包括支援センタ ー又は区市町村から

指定を 受けた居宅介護支援事業所がケアプラ ンを 作成

し ます。

※要介護、 要支援と も 、 ケアプラ ンは自分で作成するこ と も できます。

■訪問介護

要介護の方の利用

　 ホームヘルパーが家庭を 訪問し 、 食事

や排泄など日常生活上の介護や、 調理や

洗濯などの生活援助を 行います。

要支援の方の利用

　 区市町村が実施する「 介護予防・ 生活

支援サービス事業」 で提供さ れます。

※詳し く は、 22 ページをご参照く ださ い。

ケア プ ラ ン

1 3



４ 割 ６ 割

３ 割 ７ 割

３ 割 ７ 割

３ 割 ７ 割

２ 割 ８ 割

1 割 ９ 割

高額介護サービス費

特定入所者介護サービス費

支払われません

支払われません

は利用者負担 は介護保険給付

　 6 5 歳以上の方の保険料は、 3 年ごと に各区市町村が定める 基準額に、 所得段階に応じ た割

合を 乗じ て決定さ れ、 その額は区市町村によっ て異なり ます。

　 介護保険料の標準的な段階設定は次ページのと おり ですが、 あなたの保険料がいく ら になる

かは、 お住まいの区市町村の介護保険担当課へお問い合わせく ださ い。

【 保険料の納め方】

　 介護保険料の納め方には、 年金から 自動的に徴収さ れる 「 特別徴収」 と 、 金融機関等に納め

ていただく 「 普通徴収」 があり ます。 特別徴収は、 老齢・ 退職年金、 障害年金又は遺族年金を

年額 1 8 万円以上受給し ている方が対象で 、 年金の定期支払（ 年 6 回） の際に保険料が差し 引

かれます。 普通徴収の支払時期や回数は区市町村によっ て異なり ます。

　 4 0 〜 6 4 歳の方の保険料は別途定めら れ、 医療保険（ 国民健康保険等） の保険料の一部と

し て徴収さ れます。 保険料の額等は医療保険により 異なり ます。

保険料を 納めないと 、 様々な制約が課せら れま す

　 介護保険は、 介護や支援を 要する高齢者等を 社会全体で支えあう 制度です。 そのため、 保

険料は必ず納めていただく 必要があり ます。

　 保険料を納めていない方には、 サービスの利用時に次のよう な措置がと ら れます。

❶ 1 年以上納めていないと き 　 →　 支払方法の変更

　 自己負担分だけでなく 、 サービ スの費用全額を 一旦利用者が負担する こ と になり ます。

後日、 申請により 保険給付分が支払われます。

❷ 1 年 6 か月以上納めていないと き　 →　 保険給付の一時差止め

　 保険給付の一部又は全部が一時的に支払われなく なり ます。 支払われなかっ た保険給付

費を滞納保険料に充当する場合も あり ます。

❸ 2 年以上納めていないと き 　 →　 給付額の減額

　 保険料は 2 年以上納めていないと 時効と なり ますが、 サービス利用時に時効と なっ た未

納保険料がある場合は、 一定期間、 1 割又は 2 割の利用者負担の方は 3 割（ 3 割の利用者

負担の方は 4 割） と なり 、 高額介護サービス費（ ※） 及び特定入所者介護サービス費（ ※）

等が支払われなく なり ます（ ※ 1 1 ページ参照）。

保　 険　 料

4 0 〜 6 4 歳の方（ 第 2 号被保険者） の保険料2

6 5 歳以上の方（ 第 1 号被保険者） の保険料1

7



所得段階 対象者 保険料額

第１ 段階

※１

・ 世帯全員が区市町村民税非課税で、 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者

・ 世帯全員が区市町村民税非課税で、 前年の合計所得金額（ ※ 2 ） から 年金収

入の係る所得（ ※３ ）を 控除し た額と 課税年金収入の合計が 8 0 万円以下の方

基準額× 0 .4 5 5

（ 0 .2 8 5 ） ※ 1

第２ 段階

※１

・ 世帯全員が区市町村民税非課税で、 前年の合計所得金額（ ※２ ） から 年金収

入に係る所得（ ※３ ） を 控除し た額と 課税年金収入の合計が 8 0 万円を 超え、

1 2 0 万円以下の方

基準額× 0 .6 8 5

（ 0 .4 8 5 ） ※ 1

第３ 段階

※１
・ 世帯全員が区市町村民税非課税で、 第１ 段階、 第２ 段階に該当し ない方

基準額× 0 .6 9

（ 0 .6 8 5 ） ※ 1

第４ 段階

・ 本人は区市町村民税が非課税だが、 課税さ れている 人が世帯にいる 方で、 前

年の合計所得金額（ ※２ ） から 年金収入に係る 所得（ ※３ ） を 控除し た額と

課税年金収入の合計が 8 0 万円以下の方

基準額× 0 .9

第５ 段階
・ 本人は区市町村民税が非課税だが、 課税さ れている 人が世帯にいる 方で、 第

４ 段階に該当し ない方
基準額

第６ 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 1 2 0

万円未満の方
基準額× 1 .2

第７ 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 1 2 0

万円以上 2 1 0 万円未満の方
基準額× 1 .3

第８ 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 2 1 0

万円以上 3 2 0 万円未満の方
基準額× 1 .5

第９ 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 3 2 0

万円以上 4 2 0 万円未満の方
基準額× 1 .7

第 1 0 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 4 2 0

万円以上 5 2 0 万円未満の方
基準額× 1 .9

第 1 1 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 5 2 0

万円以上 6 2 0 万円未満の方
基準額× 2 .1

第 1 2 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 6 2 0

万円以上 7 2 0 万円未満の方
基準額× 2 .3

第 1 3 段階
・ 本人に区市町村民税が課税さ れており 、 前年の合計所得金額（ ※２ ） が 7 2 0

万円以上の方
基準額× 2 .4

※１ 低所得者の方には、 介護保険法に基づく 保険料の軽減があり ます。 表中（ 　 ） 内の負担割合は、 最大限の軽減を し た場合になり

ます。

※２ （ 1 ） 合計所得金額と は、 収入から 公的年金控除や給与所得控除、 必要経費を 控除し た後で、 基礎控除や人的控除等など の控除

を する 前の所得金額。 区市町村民税本人非課税で、 合計所得金額に給与所得を 含む場合、 給与所得は給与収入から 給与所

得控除額を 控除し た額（ 給与所得と 年金収入に係る 所得がある 方の所得金額調整控除が行われている 場合は、 その控除前

の額） から 1 0 万円を 控除し た額と する （ 当該額が零未満の場合は零）。

（ 2 ） 租税特別措置法に規定さ れる 長期・ 短期譲渡所得に係る 特別控除額（ 以下の（ ア） 〜（ ク ）） がある 場合は、 合計所得金額

から 特別控除額を控除し た額を 用います。

（ ア） 収用交換等のために土地等を 譲渡し た場合の 5 ,0 0 0 万円（ 最大）

（ イ ） 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を 譲渡し た場合の 2 ,0 0 0 万円（ 最大）

（ ウ） 特定住宅地造成事業等のために土地等を 譲渡し た場合の 1 ,5 0 0 万円（ 最大）

（ エ） 農地保有の合理化等のために農地等を 売却し た場合の 8 0 0 万円（ 最大）

（ オ） 居住用財産を譲渡し た場合の 3 ,0 0 0 万円（ 最大）

（ カ ） 特定の土地（ 平成 2 1 年及び平成 2 2 年に取得し た土地等であっ て所有期間が 5 年を 超える も の）

を 譲渡し た場合の 1 ,0 0 0 万円（ 最大）

（ キ） 低未利用土地等を 譲渡し た場合の 1 0 0 万円（ 最大）

（ ク ） 上記の（ ア） から （ キ） のう ち 2 つ以上の適用を受ける 場合の最高限度額 5 ,0 0 0 万円（ 最大）

※３ 公的年金等の収入金額から 公的年金等控除額を 控除し た額（ 当該額が零未満の場合は零）

8
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保険料
（ 第 1 号被保険者）

23 ％

保険料
（ 第 1 号被保険者）

23 ％

保険料
（ 第 2 号被保険者）

27 ％

保険料
（ 第 2 号被保険者）

27 ％

都 1 2 .5％都 12 .5％

国 25 ％国 2 5％

区市町村
12 .5％

区市町村
12 .5％

公費 5 0％保険料 5 0 ％

※　 支給限度基準額・ 高額（ 医療合算）介護サービ ス費・ 補足給付については、 1 0 ・ 1 1 ページ参照。

を用費るなと要必常通で活生常日、ちうの宜便の上活生常日るれさ供提で環一のスビーサ、はと費活生常日 　※

指し ます（ 例： 理美容代、 教養娯楽費用など）。

食費

額
準
基
度
限
給
支

※

支給限度基準額を超えた

サービス費用

介護サービス費のう ち

介護保険から 支給さ れる分

所得に応じ た

利用者負担

高額（ 医療合算）

介護サービス費

※

＋

は利用者の負担部分

居住費・

滞在費

日常生活費

＋

補足給付※

●利用者の自己負担と 給付の関係

※左記のグラ フ は、 訪問介護等の在宅系のサービ スの

財源を示し たも のです。

　 介護保険施設・ 特定施設の給付費については、 国が

20 ％、 都が 1 7 .5％と なり ます。

※国負担分のう ち 5 ％については、 調整交付金と し て、

被保険者の状況に応じ て配分さ れる ため、 区市町村

ごと に交付率は異なり ます。

介護保険の財源構成3

介護保険給付の伸びと 保険料の推移4

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 R2R R3 R4 R5 R6 R7 R8

都

内

区
市

町

村

の

平

均

基
準

月

額

保
険

料

円

総

給

付
費

億

円

年度

総給付費

保険料月額

（ 注 ） 保険料月額は、各区市町村の基準額を 被保険者数によ り 加重平均し たも の（ 令和６ 年３ 月８ 日時点）。

資料： 東京都高齢者保健福祉計画（ 令和６ 年度～令和８ 年度）
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第 1 号

被保険者

本人の

合計所得金額（ ※1 ） が

1 6 0 万円未満
1 割負担

（ 2 割負担の判定フ ローへ）

本人の

合計所得金額（ ※1 ） が

2 2 0 万円以上

下記①以外の場合 3 割負担

2 割負担

又は

1 割負担

①同一世帯の第 1 号被保険者の

年金収入＋その他の合計所得金額（ ※2）

単身： 3 4 0 万円未満

2 人以上： 46 3 万円未満

本人の

合計所得金額（ ※1 ） が

1 6 0 万円以上

2 2 0 万円未満

下記②以外の場合 2 割負担

1 割負担

②同一世帯の第 1 号被保険者の

年金収入＋その他の合計所得金額（ ※2）

単身： 2 8 0 万円未満

2 人以上： 34 6 万円未満

●介護サービ スを 利用する 場合は、 所得等に応じ てサービ スにかかる 費用の 9 割〜 7 割が介

護保険から 支給さ れ、 残り の 1 割〜 3 割を 利用者が負担し ます（ 下図参照）。

ただし 、 居宅介護支援、 介護予防支援については、 利用者負担はあり ません。

 在宅で受けるサービスの支給限度基準額

●在宅で受けるサービ スについては、 要介護度ごと

に、介護保険で利用でき るサービス費用の上限（ 支

給限度基準額） が定めら れています（ 右表参照）。

注： 実際の上限（ 支給限度基準額） は単位数で決めら れて

います。 1 単位あたり の単価は地域やサービ スによ っ

て 異な り ま すが、 右表で は目安と し て、 1 単位 1 0 円

と し て計算し ています。

●上限を 超えてサービ スを 利用する 場合は、 上限を

超える分の全額が利用者負担と なり ます。

※ 1 ： 合計所得金額については、 8 ページ※ 2（ 1 ）（ 2 ） 参照。

※ 2 ： その他の合計所得金額と は、 合計所得金額から 年金収入に係る 所得（ 公的年金等の収入金額から

公的年金等控除額を 控除し た残額） を 控除し た額。

※ 3 ： 第 2 号被保険者、 住民税非課税の方、 生活保護受給者は上記にかかわら ず 1 割負担。

要介護度
保険で利用でき るサービ ス費用
の上限（ 1 か月あたり ・ 目安）

要支援 1 5 0 ,3 2 0 円

要支援 2 1 0 5 ,3 1 0 円

要介護 1 1 6 7 ,6 5 0 円

要介護 2 1 9 7 ,0 5 0 円

要介護 3 2 7 0 ,4 8 0 円

要介護 4 3 0 9 ,3 8 0 円

要介護 5 3 6 2 ,1 7 0 円

介護サービ スの利用者負担

1 0



　 介護保険サービス等の利用者負担には、 以下のよう な軽減制度が設けら れています。

 高額（ 医療合算） 介護サービス費

●1 か月の介護サービ スの利用者負担額※の合計が一定の上限額を 超えた場合は、 超えた分が

支給さ れます（ 下表参照）。 また、 1 年間の医療保険と 介護保険の利用者負担額※の合計が著

し く 高額になっ た場合は、一定の額が「 高額医療合算介護サービス費」 と し て給付さ れます。

　 ※福祉用具購入費や住宅改修費、 食費、 居住費等一部を除く 。

 食費・ 居住費（ 滞在費）の自己負担と 軽減制度〈 特定入所者介護サービス費（ 補足給付）〉

●施設など で生活し ながら サービ スを 受ける 場合や、 通所介護（ デイ サービ ス） や短期入所

（ ショ ート ステイ ） など、 施設などに出かけてサービ スを 受ける 場合は、 かかっ た食費、 光

熱水費などの居住費（ 滞在費）、 その他の日常生活費などが利用者負担と なり ます。

●施設サービスや短期入所サービ スにおけるこ れら の負担額は、 利用者と 事業者と の契約によ

り 決めら れますが、 所得が低い方については、 所得に応じ て食費・ 居住費（ 滞在費） の負担

額が軽減さ れる制度があり ます。

●ただし 、 配偶者が区市町村民税課税者である方や、 預貯金等の額が一定額を 超える方は、 食

費・ 居住費（ 滞在費） の軽減の対象外と なり ます。

注） 利用者負担のめやすは、 18 ページ参照。

 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度

●区市町村が、「 生計が困難である 」 と 認めた利用者については、 介護サービ スの 1 割負担や

食費、 居住費（ 滞在費） の自己負担を 、 約 4 分の 3 に軽減する仕組みがあり ます

※課税所得が 145 万円以上の方（ ただし 、 世帯内の収入に応じ て、 申請により 、 一般区分になる場合も あり ます。）

利用者負担段階区分 上限額

• 年収約 1 ,1 6 0 万円以上 （ 世帯） 1 4 0 ,1 0 0 円

• 年収約 770 万円以上約 1 ,16 0 万円未満 （ 世帯） 93 ,0 0 0 円

• 年収約 38 3 万円以上約 7 7 0 万円未満 （ 世帯） 44 ,4 0 0 円

• 一般（ 区市町村民税世帯課税者） （ 世帯） 44 ,4 0 0 円

• 区市町村民税世帯非課税者等 （ 世帯） 24 ,6 0 0 円

①年金収入と その他の合計所得金額の合計が 8 0 万円以下の方
（ 個人） 15 ,0 0 0 円

②老齢福祉年金受給者

• 生活保護受給者等 （ 個人） 15 ,0 0 0 円

利用者負担の各軽減制度の詳細は、

お住まいの区市町村へお問い合わせく ださ い。

利用者負担の軽減制度

1 1

赤枠内は、令和8年８月から「8２万６,５００円」に変更



介護サービス情報の公表制度と 福祉サービス第三者評価制度は、

「 と う き ょ う 福祉ナビゲーショ ン」 http ://w w w .fukunavi.o r.j p

から ご覧いただけます。

事業所が公表し ている情報と

実際のサービ スが比較でき る

ので、 利用し ている サービ ス

の妥当性を 確認でき ます。

介護支援専門員（ ケアマネジャ ー）と 情報を 共有し 、

サービ ス利用の相談がし やすく なり ます。

離れて暮ら す親の世帯の介護

サービ スの事業所選びにも 利

用でき ます。

介護支援専門員介護支援専門員

利用者利用者 家 族家 族

情報の公表の効果

公表さ れている情報を比較検討し て、
より 適切な事業所を選択でき ます

A 事業所 B 事業所

●介護保険は、利用者が事業者を 選択し て介護サービスを 利用する仕組みです。どのよう なサー

ビスを 、 どの事業者から 受けるか迷っ たら 、 まず、 お住まいの区市町村の窓口や地域包括支

援センタ ーに相談し まし ょ う 。

●既に介護支援専門員（ ケアマネジャ ー） が決まっ ている場合は、 介護支援専門員に相談し な

がら 、 サービスを 選択し ていき まし ょ う 。

●介護サービスについては、 自分に合っ た、 より 良い事業者を 選択でき るよう 、 以下のよう な

情報提供の仕組みが設けら れています。

介護サービ ス情報の公表制度

イ ンタ ーネッ ト を 通じ て、事業所が提供するサービスの内容や運営状況などの情報を 、

いつでも 誰でも 簡単に調べるこ と ができ ます。

福祉サービス第三者評価制度

　 評価を行う のに必要な資格や経験を有し 、 養成講習を 修了し て名簿に搭載

さ れた「 評価者」 が、利用者の意向や満足度を把握する利用者調査と 福祉サー

ビ スの内容や質、 組織を 運営する 力等

の評価を 行い、 その結果を 公表し てい

ます。

　 第三者評価を 受審し た事業所の評価

結果を 見た都民の９ 割以上が、「 事業所

選びに役に立っ た」 と 回答し ています。

介護サービ スの選択にあたっ て

1 2
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■訪問入浴介護

　 家庭の浴室での入浴が困難な人を 対象に、 浴槽を 家庭

に持ち込むなどし て入浴サービスを 行います。

■訪問看護

　 看護師な ど が家庭を 訪問し 、 主治医

の指示に従っ て、 療養上の世話や診療

の補助などを 行います。

■訪問リ ハビリ テーショ ン

　 理学療法士や作業療法士、 言語聴覚

士が家庭を 訪問し 、 心身機能の維持回

復と 日常生活の自立に向けた訓練を 行

います。

■居宅療養管理指導

　 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、

通院困難な利用者の心身の状況や環境など を

踏まえ、 指導や助言を 行います。

■定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護＊

　 ホ ームヘルパーや看護師な ど が、 定

期的に家庭を 巡回し た り 、 連絡のあっ

た家庭を 訪問し た り し て、 介護や療養

上の世話などを 行います。

要支援の方は
利用でき ません

■夜間対応型訪問介護＊

　 夜間に、 ホームヘルパーな ど が定期

的に家庭を 巡回し た り 、 連絡のあっ た

家庭を 訪問し た り し て、 介護や身の回

り の世話を 行います。

要支援の方は
利用でき ません

＊印のサービスは、 地域密着型サービスであるため、 事業所や施設がある区市町村の住民の利用が基本と なり ます。

1 4



利用でき る サービ ス

施設などに出かけて受けるサービス

■通所介護、 地域密着型通所介護＊（ デイ サービス）

要介護の方の利用

　 施設に通い、 食事、 入浴など の日常生活上

の支援や、 機能回復のための訓練・ レ ク リ エー

ショ ンなどを 行います。

　 ま た、 口腔機能や栄養状態を 改善する ため

のサービ ス、 難病やがんの要介護者向けの、

医療と 連携し たサービ スを 提供する 事業所も

あり ます。

※定員 19 人未満の小規模通所介護は、「 地域密着型通所介

護」 と し て、 地域密着型サービスで提供さ れます。

要支援の方の利用

　 区市町村が実施する「 介護予防・ 生活支援

サービス事業」 で提供さ れます。

■認知症対応型通所介護（ デイ サービス） ＊

　 施設に通い、 でき る だけ居宅で自立し た日常

生活を 営むこ と ができ る よ う に、 認知症高齢者

に配慮し た介護や機能訓練を 受けます。

■通所リ ハビリ テーショ ン（ デイ ケア）

　 医療機関や介護老人保健施設、 介護医療院な

どに通い、 心身機能の維持回復と 日常生活の自

立に向けた訓練を 受けます。

　 また、 口腔機能や栄養状態を 改善する ための

サービスを 提供する事業所も あり ます。

※詳し く は、 2 2 ページをご参照く ださ い。
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■短期入所生活介護

（ 福祉系ショ ート ステイ ）

　 特別養護老人ホームなど に短期間入所し 、 入浴・

食事などの日常生活上の介護や機能訓練を 受けます。

　 また、 連続し た利用は 3 0 日までと なっ ています。

■短期入所療養介護

（ 医療系ショ ート ステイ ）

　 医療機関や介護老人保健施設、 介護医療院など に

短期間入所し 、 医師や看護師等から の医学的管理の

も と 、 療養上の世話や日常生活上の介護、 機能訓練

を 受けます。

　 また、 連続し た利用は 3 0 日までと なっ ています。

■小規模多機能型居宅介護＊

　 身近な地域にある 事業所で、 主に通所によ り 食

事や入浴、 機能訓練など のサービ スを 受けます。

また、 利用者の状態や希望に応じ て、 同じ 事業所

が宿泊や随時の訪問サービ スを 提供する こ と で、

要介護度が重く なっ ても 在宅での生活が継続でき

るよう に支援し ます。

要支援の方は利用でき ません

■看護小規模多機能型居宅介護＊

　 小規模多機能型居宅介護と 訪問看護を 組み合わ

せたサービ スで、 同じ 事業所が「 通い」「 泊まり 」

「 訪問看護」「 訪問介護」 と いっ た複数のサービ ス

を 提供する こ と によ り 、 医療ニーズの高い利用者

も 、 在宅での生活が継続でき るよう 支援し ます。

＊印のサービスは、 地域密着型サービスであるため、 事業所や施設がある区市町村の住民の利用が基本と なり ます。
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利用でき る サービ ス

施設などで生活し ながら 受けるサービス

■介護老人保健施設

　 病状が安定し 、 病院から 退院し た方などが、 在宅

生活に復帰でき る よ う 、 リ ハビ リ テ ーショ ン を 中心

と する医療ケアと 介護を 受ける施設です。

要支援の方は利用でき ません

■介護老人福祉施設

　（ 特別養護老人ホーム）

　 常に介護が必要で、 家庭での生活が困難な方が入所する 施設です。 食事や排泄など日

常生活上の介護や、 身の回り の世話を 受けます。

■地域密着型介護老人福祉施設＊

（ 地域密着型特別養護老人ホーム）

　 常に介護が必要で、 家庭での生活が困難な方が入

所する、 小規模な特別養護老人ホームです（ 定員 3 0

人未満）。 食事や排泄など日常生活上の介護や、 身の

回り の世話を 受けます。

要支援の方は利用でき ません

要支援の方は利用でき ません

■介護医療院

　 長期療養を 必要と する 人が入所し て日常的な医学

管理や看取り ・ タ ーミ ナルケア等のサービ スと 日常

生活上の世話を 受けます。

要支援の方は利用でき ません
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１ か月当たり の利用者負担のめやす（ 介護老人福祉施設）

施設種別等
利用者負担
段階（ 注 1 ）

介護サービス費（ 注２ ）

（ 特別区・ １ 割負担の場合）
食　 費 居住費 合　 計

ユニッ ト 型
介護老人
福祉施設

（ ユニッ ト 型
特別養護

老人ホーム）

ユニット 型
個室

第 1 段階 1 5 ,0 0 0 9 ,0 0 0 2 6 ,4 0 0 5 0 ,4 0 0

第 2 段階 1 5 ,0 0 0 1 1 ,7 0 0 2 6 ,4 0 0 5 3 ,1 0 0

第３ 段階① 2 1 ,9 0 0 〜 2 4 ,6 0 0 1 9 ,5 0 0 4 1 ,1 0 0 8 2 ,5 0 0 〜 8 5 ,2 0 0

第３ 段階② 2 1 ,9 0 0 〜 2 4 ,6 0 0 4 0 ,8 0 0 4 1 ,1 0 0 1 0 3 ,8 0 0 〜1 0 6 ,5 0 0

第 4 段階 2 1 ,9 0 0 〜 3 1 ,2 0 0 （ 注4 ） （ 注4 ） ―

介護老人
福祉施設

（ 特別養護
老人ホーム）

従来型
個室

第 1 段階 1 5 ,0 0 0 9 ,0 0 0 1 1 ,4 0 0 3 5 ,4 0 0

第 2 段階 1 5 ,0 0 0 1 1 ,7 0 0 1 4 ,4 0 0 4 1 ,1 0 0

第３ 段階① 1 9 ,3 0 0 〜 2 4 ,6 0 0 1 9 ,5 0 0 2 6 ,4 0 0 6 5 ,2 0 0 〜 7 0 ,5 0 0

第３ 段階② 1 9 ,3 0 0 〜 2 4 ,6 0 0 4 0 ,8 0 0 2 6 ,4 0 0 8 6 ,5 0 0 〜 9 1 ,8 0 0

第 4 段階 1 9 ,3 0 0 〜 2 8 ,5 0 0 （ 注4 ） （ 注4 ） ―

多床室
（ 相部屋）

第 1 段階 1 5 ,0 0 0 9 ,0 0 0 0 2 4 ,0 0 0

第 2 段階 1 5 ,0 0 0 1 1 ,7 0 0 1 2 ,9 0 0 3 9 ,6 0 0

第３ 段階① 1 9 ,3 0 0 〜 2 4 ,6 0 0 1 9 ,5 0 0 1 2 ,9 0 0 5 1 ,7 0 0 〜 5 7 ,0 0 0

第３ 段階② 1 9 ,3 0 0 〜 2 4 ,6 0 0 4 0 ,8 0 0 1 2 ,9 0 0 7 3 ,0 0 0 〜 7 8 ,3 0 0

第 4 段階 1 9 ,3 0 0 〜 2 8 ,5 0 0 （ 注4 ） （ 注4 ） ―

注１ 表の「 利用者負担段階」 は、 保険料における所得段階と は異なり ます。

注２ 「 介護サービ ス費」 は要介護度、 地域及び所得の状況によ っ て異なり ます（ 上表は特別区に所在する 施設で

１ 割負担の方の場合）。 また、 心身の状態や施設の体制等によ り 、 療養食加算や認知症専門ケア加算等が

加算さ れます。

注３ 第１ 〜第３ 段階の介護サービ ス費・ 食費・ 居住費は、 国が定めた負担限度額を 超えた分の「 補足給付」 及

び１ １ ページの「 高額介護サービ ス費」 の適用後の額で、 利用者負担の上限額と なり ます。 居住費は、 令

和６ 年８ 月改正後の負担限度額を 適用し ています。

注４ 利用者負担段階が第４ 段階の方の食費・ 居住費は、 いずれも 利用者と 施設と の契約によ り 決めら れます。

注５ 歯ブラ シや化粧品等の日用品やイ ン フ ルエン ザの予防接種、 嗜好品等も 利用者負担と なり 、 いずれも 利用

者と 施設と の契約によ り 決めら れます。

＊印のサービスは、 地域密着型サービスであるため、 事業所や施設がある区市町村の住民の利用が基本と なり ます。

■認知症対応型共同生活介護＊

（ 認知症高齢者グループホーム）

　 認知症高齢者が 5 〜 9 人の少人数で共同生活を 送

り ながら 、 家庭的な雰囲気の中で介護や身の回り の

世話を 受けます。

要支援 1 の方は利用でき ません
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施設などで生活し ながら 受けるサービス

〈 地域密着型サービスと は〉

　 住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを 受けながら 生活を 継続でき るよう に、

設けら れているサービスの枠組みです。

　 ア サービスは、 事業所や施設がある区市町村の住民の利用が基本と なり ます。

　 イ 事業所や施設の指定・ 指導などを 区市町村が実施し ます。

　 ウ 地域の実情に応じ て、 区市町村が介護報酬を 設定でき ま す（ 定期巡回・ 随時対

応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 小規模多機能型居宅介護、 看護小規

模多機能型居宅介護のみ）。

　 エ 指定（ 拒否） や指定基準・ 報酬の設定に地域住民など が関与する、 公平で公正

透明な仕組みと なり ます。

利用でき る サービ ス

■特定施設入居者生活介護

　 介護保険の事業者指定を 受けた有料老人

ホームや軽費老人ホームなど で介護を 受け

ま す。 なお、 施設外の事業者から サービ ス

を 受ける 「 外部サービ ス 利用型特定施設」

も あり ます。

■地域密着型特定施設入居者生活介護＊

　 介護保険の事業者指定を 受けた、 小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームなど（ 定

員 3 0 人未満） で介護を 受けます。 なお、 地域密着型特定施設の入居者は、 要介護の方

やその配偶者等に限ら れ（ 介護専用型特定施設）、 介護サービ スを 受けら れる のは要介

護の方のみと なり ます。
要支援の方は利用でき ません
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その他のサービス

■福祉用具貸与

　 要介護 2 〜 5 の方の利用

　 介護用ベッ ド や車いす、 床ずれ防止用具など、 在宅

生活を 支える道具が借り ら れます。

　 要介護 1 ・ 要支援の方の利用

　 生活機能の維持・ 向上に役立つ福祉用具（ 福祉用具

貸与のう ち、 手すり 、 スロープ、 歩行器、 歩行補助つ

え、 自動排泄処理装置（ 尿のみを 自動的に吸引するも

の）） に限定し て借り るこ と ができ ます。

■福祉用具購入費の支給

　 腰掛け便座や特殊尿器、 入浴用いすなど、 貸与にな

じ まない福祉用具を、 指定を 受けた事業者から 購入し

た場合、 その費用が支給さ れます。

　 利用者がいっ たん全額を 支払っ た後、 負担割合に応

じ て、 支払っ た額の一部が介護保険から 払い戻さ れま

す（ 支給額には限度があり ます）。

■貸与と 購入の選択が可能な種目・ 種類

　「 固定用スロープ」「 歩行器（ 歩行車は除く ）」「 単点

杖（ 松葉杖を 除く ）」「 多点杖」 については、上記の「 福

祉用具貸与」 または「 福祉用具購入費の支給」 のいず

れかを 選択するこ と ができ ます。

■住宅改修費の支給

　 手すり の取付けや段差の解消など、 小規模な住宅改

修に要する費用が支給さ れます。

　 利用者がいっ たん全額を 事業者に支払っ た後、 負担

割合に応じ て、 支払っ た額の一部が介護保険から 払い

戻さ れます（ 支給額には限度があり ます）。

＊住宅改修を 行う 前に区市町村へ住宅改修申請書等を

提出する必要があり ます。 詳細については区市町村

へお問合せく ださ い。

＊印のサービスは、 地域密着型サービスであるため、 事業所や施設がある区市町村の住民の利用が基本と なり ます。
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　 地域支援事業は、 高齢者が要介護（ 要支援） 状態と なるこ と を 予防すると と も に、 要介護状

態と なっ た場合でも 、 可能な限り 自立し た日常生活を 営むこ と ができ るよう 支援するこ と を 目

的と し て、 各区市町村が実施する事業です。

　 高齢者が住み慣れた地域で、 健康で生き 生き と し た生活を

送っ ていく ためには、 介護保険サービ スだけでなく 、 保健・

医療・ 福祉の専門職やボラ ン ティ アなどの地域の様々な資源

を 統合し たケアが必要と なり ます。

　 区市町村が設置する 地域包括支援セン タ ーには、 保健師、

社会福祉士、 主任ケアマネジャ ーなどの職員が配置さ れ、 そ

の専門知識や技能を 互いに活かし ながら 高齢者やその家族な

どへの総合的な支援を 行っ ています。

【 地域支援事業の事業内容】

❶ 介護予防・ 日常生活支援総合事業 →次のページをご覧く ださ い。

❷ 包括的支援事業

　 （ 地域包括支援センタ ーの運営）
→「 2 　 地域包括支援センタ ー」 をご覧く ださ い。

【 地域包括支援センタ ーの事業内容】

❶ 介護予防ケアマネジメ ント
介護予防事業を効果的に実施するため、 本人の意欲や能力

を踏まえた適切なサービス計画をたてます。

❷ 総合相談・ 支援

地域における関係者と のネッ ト ワーク を構築すると と も に、

高齢者や家族から の相談を受け、 様々な制度や地域資源を

活用し て適切にサービスを受けら れるよう に支援し ます。

❸ 権利擁護

高齢者が尊厳ある生活を送るこ と ができ るよう 、「 権利擁護」

及び「 虐待防止」 の窓口と し て、 成年後見制度の紹介や高

齢者虐待の早期発見・ 防止、 消費者被害などに対応し ます。

❹ 包括的・ 継続的ケアマネジメ ント

高齢者の方に、 心身の状態やその変化に合わせて切れ目な

く 必要なサービス提供がさ れるよう に、 ケアマネジャ ーへ

の支援や、 医療機関など関係機関と の調整を行います。

❶は地域包括支援センタ ーだけではなく 、 区市町村が直接実施する場合も あり ます。

地域支援事業

地域包括支援セン タ ー2

地域支援事業1

2 1



総合事業の事業内容

利用ま での流れ

区市町村から 総

合事業の被保険

者証が発行さ れ

ます。

区市町村に 介護

予防ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト 依頼書を

提出し ます。

基本チ ェ ッ ク リ

スト に記入

介護や支援が

必要に な る お

そ れのあ る 方

談
相
に
口
窓 地域包括支援セ ン タ ー

で 介護予防ケアプラ ンを

作成し ても ら い、 サービ

スの利用を開始し ます。

■ 介護予防・ 生活支援サービス事業

　 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、 以前の介護予防訪問介護や介護予防

通所介護に相当するサービスに加えて、 住民主体の支援なども 含めて、 多様なサービスを行い

ます。

❶訪問型サービス

　 以前の介護予防訪問介護に代わるサービスで、 ホームヘルパーが自宅を訪問し て介護予防

を目的と し た支援を行う ほか、 N PO や住民主体の組織が多様な生活支援を提供し ます。

❷通所型サービス

　 以前の介護予防通所介護に代わるサービスで、 デイ サービスセンタ ーなどが機能訓練など

のサービスを行う ほか、 N PO や住民主体の組織が集いの場を提供し ます。

❸その他生活支援サービス

　 配食や見守り サービス、 地域サロンの開催など、 地域のニーズに合っ たさ まざまなサービ

スを提供し ます。

■ 一般介護予防事業　 ※ 65 歳以上なら どなたでも 利用できます。

　 通いの場や地域サロンなど、 人と 人のつながり を通し た地域づく り を進めていく ための事業

です。

❶介護予防普及啓発事業

　 区市町村が開催する体操教室や講演会などに参加するこ と ができます。 また、 介護予防の

普及啓発のため、 パンフ レッ ト 等を配布し ます。

❷地域介護予防活動支援事業

　 通いの場やサロンなど、 地域における住民主体の介護予防活動の育成・ 支援を行います。

❸地域リ ハビリ テーショ ン活動支援事業

　 住民主体の通いの場などにリ ハビリ テーショ ン専門職等を派遣し ます。 　 　 など

　 総合事業は、 区市町村ごと の地域の実情に応じ て 、 地域住民などの様々な主体による多様な

サービスを 充実さ せるこ と により 、 地域の支えあいの体制づく り を 推進すると と も に、 要支援

者などに対する効果的かつ効率的な支援体制の確立を 目指し ます。

介護予防・ 日常生活支援総合事業 ※以下、「 総合事業」 と 称する 。3
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❶ お住まいの区市町村又は地域包括支援センタ ーの相談窓口

❷ 東京都国民健康保険団体連合会

　 　 苦情相談窓口［ 介護サービ スに関する苦情など］ ☎ 0 3 -6 2 3 8 -0 1 7 7

❸ 東京都の相談窓口

　 　 東京都介護保険制度相談窓口［ 介護保険制度一般の相談］ ☎ 0 3 -5 3 2 0 -4 5 9 7

　 　 東京都消費生活総合センタ ー［ 契約に関する相談など］

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一般相談 ☎ 0 3 -3 2 3 5 -1 1 5 5

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 高齢者被害 1 1 0 番 ☎ 0 3 -3 2 3 5 -3 3 6 6

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 高齢消費者見守り ホッ ト ラ イ ン ☎ 0 3 -3 2 3 5 -1 3 3 4

　 　 東京都保健医療情報センタ ー［ 医療機関の情報提供等］ ☎ 0 3 -5 2 7 2 -0 3 0 3

❹ その他の相談窓口

　 　 消費者ホッ ト ラ イ ン［ 契約に関する相談など］ ☎ 1
い や や

8 8

　 　 　 ※最寄り の消費生活相談窓口を案内

　 　 法テラ ス［ 法的ト ラ ブルに関する相談］ ☎ 0 5 7 0 -0
お な や

7 8 3
み な し

7 4

IP 電話の場合 ☎ 0 3 -6 7 4 5 -5 6 0 0
平日 9： 0 0 〜 2 1： 0 0 　 土曜日 9： 0 0 〜 1 7： 0 0

（ 祝日・ 年末年始を除く ）

❺ 民間の相談窓口紹介

　 　 介護に関する 相談は、 民間の相談機関でも 行っ ており ますのでご利用く ださ い。

　 　 紙面の都合で一部のみ紹介し ます。

● 高齢者安心電話（（ 公社） 東京社会福祉士会）［ 保健・ 福祉等に係る情報提供、 相談］

☎ 0 3 -5 9 4 4 -8 6 4 0 1 9 ： 3 0 〜 2 2 ： 0 0 　［ 年中無休］

●認知症てれほん相談（（ 公社）認知症の人と 家族の会東京都支部）［ 介護家族支援、情報提供］

☎ 0 3 -5 3 6 7 -2 3 3 9 1 0 ： 0 0 〜 1 5 ： 0 0 　［ 火・ 金曜日（ 祝日・ 年末年始を除く ）］

● 認知症 1 1 0 番（（ 公財） 認知症予防財団）［ 認知症予防、 介護相談］

☎ 0 1 2 0 -6 5 -4 8 7 4 1 0 ： 0 0 〜 1 5 ： 0 0 　［ 月・ 木曜日（ 祝日・ 年末年始を除く ）］

● 権利擁護センタ ーぱあと なあ東京（（ 公社） 東京社会福祉士会）［ 成年後見制度の利用］

☎ 0 3 -5 9 4 4 -8 6 8 0 1 0： 0 0 〜 1 6： 0 0 　［ 月・ 水・ 金曜日（ 祝日・ 年末年始を除く ）］

●（ 公社） 成年後見センタ ー・ リ ーガルサポート 東京支部［ 成年後見制度の利用］

☎ 0 3 -5 3 7 9 -1 8 8 8 1 4 ： 0 0 〜 1 7 ： 0 0 　［ 月・ 木曜日（ 祝日・ 年末年始を除く ）］

●（ 公社） 全国有料老人ホーム協会［ 有料老人ホームの情報提供・ 入居相談］

☎ 0 3 -3 5 4 8 -1 0 7 7 1 0 ： 0 0 〜 1 7 ： 0 0 　［ 月〜金曜日（ 祝日・ 年末年始を除く ）］

相 談 窓 口

発行／東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課

〒 1 6 3 -8 0 0 1 　 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号　 東京都庁第一本庁舎 2 6 階　 北側

　 　 　 　 　 　 　 TEL． 0 3 -5 3 2 0 -4 2 9 1 　 　 FAX． 0 3 -5 3 8 8 -1 3 9 5

福祉局ホームページ　 　 http s://w w w .fu kush i.m e tro .to kyo .lg .j p /
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